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栗東市議会議員政治倫理条例 逐条解説 

（目的） 

第１条 この条例は、栗東市議会基本条例（平成２５年栗東市条例第３９号）第２１条第２項の

規定に基づき、栗東市議会議員（以下「議員」という。）が、主権を有する市民の代表者として

その権能と責務を深く認識するとともに、公正、誠実及び清廉を基本として、その行動が市民

の疑惑を招くことのないよう遵守すべき政治倫理に関する基本となる事項について定めること

により、市民の負託に応え、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。 

【解説】 

この条例制定の目的を定めるものです。 

この条例は、本市議会の最高規範である栗東市議会基本条例の委任を受け制定するもので、同条

例や平成１０年３月の「栗東町議会議員政治倫理に関する決議」を具現化するものです。 

議員は、市民の負託を受けその職にあるものであり、二元代表制の一翼である議会の一員である

ことから、より高い倫理観が求められています。 

（議員の責務） 

第２条 議員は、市民から負託を受けた者として、常に市民全体の利益と福祉の向上をその指針

として行動しなければならない。 

２ 議員は、高い倫理観が求められていることを自覚して、自らの行動を厳しく律しなければな

らない。 

３ 議員は、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない。 

【解説】 

市民から高い倫理観を求められている議員としての基本的な責務を定めるものです。 

（政治倫理基準） 

第３条 議員は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）その他自己に関係する法令等の規定を

厳守するとともに、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 

⑴ 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行動を慎み、その職務に関して

不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。 

⑵ その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。 

⑶ 行政庁が行う許可若しくは認可、市若しくは市が出資する団体が発注する工事、製造その
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他の請負契約、業務の委託契約及び物品の購入契約又は指定管理者の指定に関して特定の者

に有利若しくは不利になるような働きかけをしないこと。 

⑷ 政治活動に関し、企業及び団体から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受

けないものとし、自らの後援団体についても、同様の措置をとること。 

⑸ 職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条に規定する一般職及び特別職の

栗東市の職員をいう。次号において同じ。）の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位によ

る影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。 

⑹ 職員の採用、昇格又は人事異動に関して、特定の個人の推薦又は紹介をしないこと。 

⑺ その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為及びセクシャル・ハラ

スメント、パワー・ハラスメントその他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。 

【解説】 

議員が遵守する政治倫理の指針となる基準を定めるものです。 

一般的な６項目に加え、威圧的な行為やハラスメント・人権侵害のおそれのある行為の禁止も定

めています。 

（第１号） 遵守すべき政治倫理基準の基本原則であり、包括的な内容の規定となっています。他

の項目に該当しないものは、すべてこの基準に該当します。 

例えば、モラルを問われる行為、規律を乱す行為、虚偽発言、名誉棄損となる行為な

どがあります。 

（第２号） 提供する側が議員の地位に期待を持っていると推量される金品の授受などが該当しま

す。饗応接待を受けることも同様です。 

（第３号） 許認可や契約行為に関する口利きや妨害行為が該当します。指名入札における指名業

者として斡旋する行為も含まれます。 

（第４号） 直ちに違法ではないが、いわゆる法の網をくぐるような寄附や社会的な批判を受ける

企業や団体などからの寄附が該当します。 

（第５号） 職員に対して威圧的な態度や暴言などの行為を行うことが該当します。 

（第６号） 職員採用や人事異動に関する、いわゆる口利きなどが該当します。 

（第７号） 本人には無意識な行為であっても、受けた側がこのように受け止めかねない行為も該

当します。 

（審査の請求） 
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第４条 市民（地方自治法第７４条第 1項に規定する選挙権を有する者をいう。）及び議員は、議

員に前条に違反する行為があると認めるときは、当該違反する行為を証する書類を添え、市民

にあっては議員定数の６分の１以上の議員の紹介、議員にあっては３人以上の連署をもって、

議長に対し審査の請求をすることができる。 

２ 前項の紹介又は連署をする議員は、２以上の異なる会派に属する者で構成されていなければ

ならない。 

３ 第１項の規定による審査の請求は、当該請求に係る行為のあった日から起算して１年以内に

行われなければならない。ただし、議長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。 

【解説】 

審査請求の手続きなどを定める規定です。 

選挙で選ばれた議員に対する審査であることから、「市民」については、栗東市議会議員及び栗東

市長選挙の有権者のみに限定しています（第１項）。 

（審査会の設置等） 

第５条 議長は、前条第１項に規定する審査の請求があったときは、速やかに栗東市議会政治倫

理審査会（以下「審査会」という。）を設置し、当該事案について審査を付託するものとする。 

２ 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。 

⑴ 第３条の規定に違反する行為の存否 

⑵ 第３条の規定に違反する行為があったと認定した場合における当該行為をした議員に対す

る措置 

３ 議長は、第１項の規定により審査会を設置したときは、速やかに前条第１項の規定により審

査の請求を行った者（以下「審査請求者」という。）及び審査の対象となった議員（以下「審査

対象議員」という。）に対し、その旨を通知するものとする。 

４ 審査会は、委員７人以内をもって組織する。 

５ 委員は、議員のうちから議長が指名する。ただし、審査請求者及び審査対象議員は、委員とな

ることができない。 

６ 委員の任期は、当該審査が終了するまでの間とする。 

７ 審査会に委員の互選により委員長及び副委員長を置く。 

８ 栗東市議会委員会条例（昭和６３年栗東町条例第１号。以下「委員会条例」という。）第９条

の規定は、委員長及び副委員長の互選について準用する。 
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９ 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

１０ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

１１ 議長が審査対象議員に該当するときは、副議長が第１項、第３項及び第５項に規定する行

為を行う。この場合において、第８項において準用する委員会条例第９条第１項の規定中「議

長」とあるのは「副議長」と読み替えるものとする。 

１２ 議長及び副議長が審査対象議員に該当するときは、議会運営委員会が指名した議員が第１

項、第３項及び第５項に規定する行為を行う。この場合において、第８項において準用する委

員会条例第９条第１項の規定中「議長」とあるのは「第５条第１２項前段の規定により指名さ

れた議員」と読み替えるものとする。 

【解説】 

本条例は議員のみを対象とするので、審査会は議長が設置します（第１項。） 

議会は執行機関ではないことから、審査会は地方自治法に基づく附属機関にはあたりません。あ

くまでも議会の内部組織です。 

委員定数は７人以内としています（第４項）。 

「７人」の根拠は、懲罰特別委員会の定数に倣ったものです（委員会条例第６条第２項）。 

「以内」を追加したのは、審査対象議員が複数人の場合に柔軟的に対応できるようにするためで

す。 

議長が審査対象議員となったときは副議長が、議長及び副議長が審査対象議員となったときは議

会運営委員会が指名した議員が、審査会の設置及び付託、審査会設置の通知及び委員の選任をしま

す（第１１項、第１２項）。 

（審査会の運営） 

第６条 審査会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、進行する。 

２ 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。 

４ 審査会は、前項の規定にかかわらず、第３条の規定に違反する行為があったと認められる審

査対象議員について、議員辞職の勧告、役職辞任の勧告、文書による警告又は議会への出席停

止の勧告のいずれかの措置を講ずるよう求める旨の決定をしようとするときは、出席委員の３
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分の２以上の賛成を必要とする。 

５ 会議は、公開とする。ただし、出席委員の過半数の合意により非公開とすることができる。 

６ 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、参考人として、審査請求者、審査対象議

員、識見を有する者又は当該事案の関係者に対し、会議への出席を求め、意見若しくは事情を

聴取し、又は報告を求めることができる。 

７ 審査請求者及び審査対象議員は、審査会から会議への出席の要請、審査に必要な資料の提出

その他の協力を求められたときは、これに従い、かつ、誠実に応えなければならない。 

８ 審査会は、審査対象議員が虚偽の報告をしたときは又は審査会の調査に協力しなかったとき

は、次条に規定する報告と併せ、その旨を報告しなければならない。 

９ 審査対象議員は、審査会において弁明することができる。 

１０ 審査会の委員は、審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

１１ 審査会の委員は、公平かつ不偏の立場でその職務を遂行しなければならない。 

１２ 審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が審査会に諮って定める。 

【解説】 

審査会の議事のうち議員辞職の勧告、役職辞任の勧告、文書による警告又は議会への出席停止の

勧告は、ことの重大性に鑑み、特別多数議席と同様に３分の２としています（第４項）。 

審査請求者及び審査対象議員には、会議への出席要請、審査に必要な資料提出に応じる義務を課

しています（第７項）。 

これにより、審査対象議員に資産報告書等の提出を求めることも可能となります。 

（議長への報告） 

第７条 審査会の委員長は、審査が終了したときは、速やかに審査の結果を議長に報告するもの

とする。 

（審査結果の報告及び通知） 

第８条 議長は、前条の規定により審査会から審査の結果の報告を受けたときは、速やかに審査

結果を議会に報告するとともに、審査請求者及び審査対象議員に対して通知しなければならな

い。 

（陳述書の提出） 

第９条 審査対象議員は、前条の規定による通知を受けたときは、審査の結果について、議長に
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対し陳述書を提出することができる。 

２ 前項の規定による陳述書の提出は、審査の結果の通知を受けた日から２週間以内に行われな

ければならない。 

（審査結果等の公表） 

第１０条 議長は、審査の結果を公表しなければならない。この場合において、前条第１項に規

定する陳述書が提出されたときは、陳述書の全部又は概要を公表するものとする。 

【解説】 

審査結果の議長への報告（第７条）、議長から議会への報告、審査請求者及び審査対象議員への通

知（第８条）、審査対象議員の陳述書提出（第９条）、審査結果の公表（第１０条）について規定し

ています。 

（措置） 

第１１条 議会は、審査会の報告を尊重し、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 議長は、前項の規定により講じた措置を公表しなければならない。 

【解説】 

議会が講ずる審査対象議員に対する措置は審査結果を尊重するものとし（第１項）、その措置の決

定の公表を義務付けています（第２項）。 

主語を「議会」としたのは、議会全体として意思決定をすべきとの考えからです。また、議長の

恣意的な決定を防止する効果もあります。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。 

【解説】 

条例の運用にあたっての必要事項は、議会規程（議長告示）で定めることとします。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２ 議会は、この条例の施行後、常に市民からの意見及び社会情勢の変化等を勘案し、この条例

の改正を含め必要な検討を加え、適切な措置を講ずるものとする。 

 （栗東市議会基本条例の一部改正） 
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３ 栗東市議会基本条例（平成２５年栗東市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

  第２１条に次の１項を加える。 

 ２ 議員は、別に条例で定めるところにより、政治倫理を遵守しなければならない。 

【解説】 

栗東市議会基本条例との関係を明確にするため、同条例の一部を改正するものです（本則第 1条

関係）。 


